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研究成果の概要（和文）：　暴力の問題を持つ精神障害者においては、他害行為のリスクに関心が向きやすく、
リカバリー支援に着目されにくい。そこで本研究では、これらの者の対応を行っている地域における対応実態
や、入院中の回復プロセスを明らかにすることに、リカバリーとの関連を示すことを目的とした。精神保健福祉
法23条通報対応では、自傷他害を行い、ケースマネジメントを必要とする事例に相当する者の対応を担ってい
た。入院中では、リカバリーの構成要素をプロセスとしてたどる中で、退院後の生活維持への意欲を高めてい
た。わが国の暴力の問題をもつ精神障害者における医療システムは、彼らのリカバリーを支援するシステムとし
て機能することが期待された。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted to investigate the characteristics of the subjects 
for whom Article 23 reporting was made and the actual conditions of the reporting system operations,
 targeting the administrative agencies in charge of the Article 23 reporting system. The subjects of
 the Article 23 reporting system were responsible for responding to cases that had various needs and
 required care management. It was considered necessary to develop a system to ensure smooth 
operations according to the number of calls received, regional characteristics, and the functions of
 each agency.

研究分野： 司法精神医療

キーワード： 触法精神障害者　措置入院　精神保健　リカバリー　地域精神保健福祉
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　触法精神障害者処遇制度は暴力防止やリスク管理に着目されているが、彼らがその後の人生を、精神障害者で
あり他害行為を行った者であるという二重のハンディキャップを抱えて生きることへの支援が求められる。
　本研究では、現行制度が触法精神障害者の回復支援に寄与していることを明らかにした。特に重大な他害行為
を行った者の回復過程を概念として示した研究はこれまでになく、学術的な知見の一創出に寄与したと考えられ
た。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
わが国の精神保健医療福祉施策が、入院医療中心から地域生活中心へと移行する中で、精神 

障害者による他害行為は、入院の長期化（Fioritti et al, 2006）や、地域定着を阻害する要因
となる。2005 年に心神喪失者等医療観察法が制定され、同法の目的である再他害行為の防止に
ついては、他害行為のリスク評価、入院および地域精神医療の課題やあり方（平林，2010）、介
入技法や各種プログラム（今村，2013）などの研究が積み重ねられ、一定の効果を得ている。他
方、心神喪失者等医療観察法や措置入院制度によって医療に導入された、他害行為を行った精神
障害者の多くは、治療中もしくは治療中断後に他害行為を行っている。 
医療観察法のもう 1 つの目的である社会復帰については、一般精神障害者が社会活動への参

加等を通して、継続的に地域で生活し続けられることと同義にリカバリー（回復）プロセスに位
置づけられ、かつ「主体性を回復し責任をとれる人への変容」過程であるとされている（菊池，
2015）。このため社会復帰支援には、触法精神障害者が責任主体となり、症状のコントロールや
他害行為への責任に自ら取り組めるよう、パーソナル・リカバリーの視座を取り入れることが 1
つの鍵になり（Slade M 、2008、Leamy M, 2011、山口，2016）、このような支援は、他害行為の
発生を予防することへと繋がるであろう。 
他方で、医療観察制度に導入された対象者の多数が治療中もしくは治療中断後に他害行為を

行っていた事実、および周囲、特に家族は、他害行為に先立つ精神症状の悪化や行動の変化に気
づきながらも、他害行為に至らないための効果的な対処に結びついていないことが明らかにな
っている。医療観察法対象者では、同法入院以前に、精神保健福祉法の通報等制度に則って、措
置入院がなされている場合が少なくない。したがって、他害行為が発生した際の地域での対応実
態を把握する必要があるが、十分な実態調査は行われていない。 
 
２．研究の目的 
本研究は、精神障害者による他害行為予防のために精神保健医療福祉全体が連携すべきであ

るという視点から関連要因を分析することにより有効な対策の基礎資料を得ることを目的とす
る。本研究では、目的を達成するための調査を行った。1つ目は、医療観察法対象者の入院中の
回復プロセスを明らかにすることを目的とした。 
もう 1つは、精神保健福祉法による通報等制度件数のうち、最も高い割合を占める 23 条通報

を受理する機関に対する実態調査を行い、23 条通報対象者の特性と通報に関わる業務の実態を
もとに、通報に至ることなく地域で安定した生活を送るための実効可能な支援体制を検討する
ことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
[調査１] 
 一公立病院の一医療観察法病棟入院対象者のうち、次の導入基準に該当する者を対象とした。
①医療観察法入院処遇の回復期から社会復帰期の段階にある者、②医療観察法病棟の治療経過
に対し肯定的な経験を言語化し、③他害行為に関する失意から前向きさを取り戻している発言
のある者、④研究の同意が得られる者。 
 平成 29 年 5 月～平成 29 年 7 月をデータ収集期間とした。あらかじめ対象の選定基準を病棟
医と看護師に伝えておき、研究者と病棟医、看護師で選定基準に適う対象を相談して決定した。
対象者には、研究の趣旨、目的、方法、研究参加への自由意志、撤回ができること、個人情報、
結果の公表、インタビュー内容の録音等について研究者が口頭で説明し、口頭と書面による同意
を得た。分析テーマを「重大な他害行為を行った精神障害者が入院後に前向きさをもつことがで
きるようになったプロセス」としたうえで、「入院後に、前向きさを取り戻した経験」について、
半構造化面接法を用いて尋ねた。 
インタビュー経過はボイスレコーダーで録音し、個人情報は除外して逐語録にした。データの

分析には、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded Theory Approach；
M-GTA）を採用した（木下，小嶋，）。逐語録から概念を生成し、生成された概念の類似例及び対
極例の継続的比較検討し、また概念間の関係からカテゴリーを生成し、理論的飽和化を図った。 
 
[調査 2] 
全国の 23 条通報受理業務を担う保健所（支所を含む）および精神科救急情報センターを持つ

精神保健福祉センターのうち、年間 5件以上の通報を取り扱う機関、全 410 箇所と対象とした。 
手続きとして、はじめに、対象となる機関を把握するため、平成 29 年 11 月 6 日～17日の間に、
全国の都道府県、政令指定市計 67か所に対し、23条通報の受理状況を確認した。次に、受理機
関計 410 箇所を対象機関とし、平成 29年 11 月 20 日～平成 30 年 1月 15 日を調査期間として、
郵送法を用いた質問紙調査を行った。 
 質問調査には、以下の項目を含めた。 
① 従事者の職種と人数，② 平成 28 年度の通報受理件数，③ 平成 29 年 4 月～9 月のうち、通
報件数，の最も多かったひと月の通報対象者の年齢と性別，④ ③の通報対象者の措置消退届に



記載された診断名，⑤ マネジメントを必要とする事例 8)の発生頻度および事例に対する困難感，
⑥ 通報対応に占める業務量により実施が困難となる業務の有無と内容，⑦ 通報に関わる業務
の実施状況，⑧ 通報に関わる業務のうち、実施に困難を感じる業務，⑨ 困難を解消するために
必要と思うこと，⑩ 今後重要になると考える業務，⑪ 自由記載である。 
 ⑤の項目は、全 7 事例について回答を求めた。これらは、川副ら（2017）によって示された、
マネジメント対象者が有する特性を選択し（精神疾患による他害行為であるかの判断が困難な
事例、受診先があっても、定期的な受診を行えていない事例、措置入院経験が１度以上ある事例
など）事例として提示した。 
 倫理的配慮として、研究代表者が従事する研究機関、および医療機関の倫理委員会による承認
を得て行った。 
 
４．研究成果 
[調査 1] 
 研究の対象となった者は、男性 4名、女性 1名、平均年齢は 40.8 歳であった。平均面接時間
は 63（30～85）分であった。得られたデータから 10個の概念が生成され、そこから 5つのカテ
ゴリーを生成した。概念と定義およびカテゴリーを抽出した（表１）。またストーリーラインに
基づき結果図を示した（図 1）。 
 
表 1 入院中に前向きさを取り戻した経験の概念とカテゴリー    

   
重大な他害行為を行った精神障害者は、他害行為を契機とした入院の経過の中で、【過去の自

分から送られる願いの受諾】は、自分の人生を意味のあるものに書き換えていた。その背景には、
次のようなカテゴリー間の関係性から成る礎が見られた。 
 様々な葛藤を抱える中で重大な他害行為を行い、絶望に満ちた入院治療の環境下で、≪まるご
と受け入れられ体験≫を覚えながら、入院治療を継続していく。その過程では、人の優しさに触
れ【邪気のない感情の再生成】がなされるとともに、治療（主に薬物療法）による精神症状の回
復や、個室で否応なく 1 人で考える時間の影響により≪自己支配からの解放≫がなされていく。
これらの相互作用の積み重ねと各種プログラム（心理社会的治療）によって、これまで視野に入
れることのなかった角度からの見方、考え方に戸惑い、抗い、葛藤を繰り返しながら【他者との
関係性の中における自己の再構築】を図っていく。 
 一連の中で、これまで叶わなかったが、潜在的に持ち合わせていた自分らしさと、自分らしい
生き方を探し当てる。それが【過去の自分から送られる願いの受諾】であり、気付きを何度も振
り返りながら、自分の描きたかった人生を、主体的に歩いていく端緒になっていた。 
 リカバリーの構成要素としての 1)他者とのつながり、2)将来への希望と楽観、3)アイデンテ
ィティ、4)生活の意義・人生の意味、5)エンパワメント（Leamy, Bird, Boutillier, Williams, 
& Slade, 2011）をプロセスとしてたどることは、対象者に前向きさをもたらしていると思慮さ
れた。このような経験は、再他害行為の予防の一助になると考えられ、入院中に経験できること
が望まれた。その際に、看護に主要なことは、人として安心感を基盤とした関係性を形成し、支
えとなり続けること、病と苦難の中に生きる意味を見出せるように添うことであると示唆され
た。 
 

カテゴリ ー 概念名 定義

1 まるごと受け入れられ体験
精神障害者であり、触法行為者であっても、1 人の人間として大
事にしている礎を受け止められ、普遍的な安心感を得る体験

2 自己支配からの解放
自分とダイアローグすることによって、心の平静さとともに我を取
り戻すこと

惜しみないやさしさの感受
これまで経験したことのないようなやさしさを受けることによって、
凍てついていた心が解きほぐされていくこと

笑い合える喜び
自分の内的外敵に向かった淀んだ空気を吹き飛ばしてもらい、
場に笑顔の花を咲かせる喜びを味わうこと

他愛ない日常へのありがたみ 忘れていた些細な日常世界に感謝を覚えたこと

心地よい距離感の発見
人との関係性に悩まされてきた、これまでの経験と異なり、自分に
合った、人との付き合い方を見つけたこと

相手目線の思いに添う行動化の獲得
相手には相手の思いがあることに気付き、それを理解して行動す
ること

怒り（a nge r）への碇（a nchor）の気づき
治療プログラムから、人との関係性を壊さないで生きられる術、
すなわち他害行為の碇となる術に気付くこと

これまでの人生を意味づける勇気
他害行為を行うまでの出来事や、入院中の辛い経験を、
これからの人生において役立つ経験になると信じること

真摯な生き方への方向付け
重大な他害行為に意味づけを行い、他者との関係性の中で、自
分が真摯に生きていくことを決めたこと

過去の自分から送られる願
いの受諾

5

邪気のない感情の再生成3

他者との関係性の中におけ
る自己の再構築

4



図 1 前向きさを取り戻した経験とプロセス 
 
 
[調査 2] 
有効回答は 207 件（50.5％）であった。回答機関は、政令指定都市 12（5.8％）、中核市 15

（7.2％）、県および県型 180（87.0％）であった。対象機関の平成 28年度の 23条通報受理件数
の中央値（四分位範囲）は 25.0（12.3-54.8）件、平日日中の受理件数の中央値（四分位範囲）
は 3.0（1.0-5.0）件、休日夜間の中央値（四分位範囲）は 2.0（0.0-3.0）件であった。従事者
の総人数は 1,054 名で保健師（593 名，56.3％）、精神保健福祉士（203 名，19.3％）が多くを占
めた。通報対象者の総数は 1,547 名（男性 53.8％、女性は 46.2％）であり、40代男性が最も多
い割合を占めた。本調査では、対象者の基本属性だけでなく、措置診察要否判断の際の発生頻度
と困難感を尋ね、措置入院を必要としにくい、あるいは代替手段をとり得る事例の把握を試みた。  

本調査の結果、現在の 23条通報対象者には、措置入院そのものだけでなく、ケアマネジメン
トを必要とする事例が、相当数含まれている可能性があった（図 2）。 

 
図 2 ケアマネジメントを要する事例の対応の頻度 
 
事例 1 精神疾患による他害行為であるかの判断が困難な事例(夫婦喧嘩による興奮など) 
事例２ 自分で日常生活に必要な課題（栄養・衛生・安全等）の遂行が著しく困難な事例 
事例３ 社会的な役割を遂行することが著しく困難な状況にある事例 
事例４ 受診先があっても、定期的な受診を行えていない事例 
事例５ 措置入院経験が１度以上ある事例 
事例６ 支援をする家族がいない/非協力的である事例 
事例７ 本人だけでなく家族も、支援を要する困難な問題を抱えている事例 
 
通報に関わる業務の実施率は 8-9 割に及ぶが、「指定医の確保」「病院との連絡調整システム」 

≪まるごと受け入れられ体験≫

【他者との関係性の中における

自己の形成】
≪心地よい距離感の発見≫

≪相手目線の思いに添う行動化の獲得≫

≪怒り（anger）への碇（anchor)の気づき≫

≪自己支配からの解放≫

【過去の自分から送られる願いの受諾】

≪これまでの人生を意味づける勇気≫

≪真摯な生き方への方向付け≫

【邪気のない感情の再生成】

≪笑い合える喜び≫

≪たあいない日常世界へのありがたみ≫

≪惜しみないやさしさの感受≫

凡例：

≪ ≫：概念名

【 】：カテゴリー名

→：概念間の影響の方向性

：カテゴリー間の影響の方向性

：変化の方向性

2.4 
4.3 

1.0 
6.3 
6.3 

4.3 
6.8 

16.9 
25.1 

7.7 
30.9 

27.1 
18.8 

22.2 

56.5 
52.2 

41.1 
42.5 

37.2 
44.4 

46.4 

17.4 
11.6 

43.5 
13.5 

21.7 
25.1 

18.4 

6.8 
6.8 
6.8 
6.3 
7.7 
7.2 
6.3 

事例7
事例6
事例5
事例4
事例3
事例2
事例1

1週間に1人 1か月に1人 3か月に1人 ない・ほとんどない 無回答

n=207



「家族の危機介入」等の実施に困難を感じていた。今後に必要となる体制等は、「協議の場の
ファシリテート「病院との連絡調整」「警察との連絡調整」等が重点課題になると認識していた。
いずれの回答においても、最も大きな比重を占めたのは、精神科病院との連携に関わる業務であ
った。 
医療機関との連携体制を構築しにくい要因は多岐にわたるが、とりわけ、精神科救急システム

の影響は大きい。都道府県には、精神科救急医療の適切かつ効率的な確保の努力義務がある（精
神保健福祉法第十九 19 条の十一）ものの、精神科救急システムが措置入院制度における入院病
床確保を主体としている場合も多く、十分に整備されているとは言えない。そのことが、措置入
院を前提とした病院の対応を生みやすくしていると考えられた。 

 
図３ 今後の重点課題 
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